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電子会計実務検定試験
初級公式ガイドブック（会計王対応版）

会社法・新減価償却制度対応表について

NPCD-KAIK2

　電子会計実務検定の初級試験は、公式ガイドブックの記述内容を基
に出題しております。
　平成17年 6月に成立した会社法（平成17年法律第 86 号）が平成
18 年 5月に施行されたことに伴い、すでに刊行しておりました、｢本ガ
イドブック｣の修正または追加が必要となりました。
　また平成19 年度の税制改正で減価償却制度が大幅に改正されたこ
とによって、「本ガイドブック」の一部ページの記載を差し替える必要が
あります。
　そこで、本冊子は、主に上記に対応するための語句の修正または追
加等を一覧表にしたものです。
　平成 20 年 4月以降に電子会計実務検定の初級試験を受験される場
合は、本冊子の修正事項等を踏まえて学習してくださいますようお願いい
たします。
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●初級公式ガイドブック会社法等対応表（会計王版）

頁 場所 誤 正

35 合計残高試算表画面
（下）

差し替え ①

43 5行目 資産、負債、資本 資産、負債、純資産

43 合計残高試算表画面
（下）

差し替え ②

45 合計残高試算表画面 差し替え ③

46 合計残高試算表画面
（下）

差し替え ④

47 1行目 資産、負債および資本 資産、負債および純資産

47 貸借対照表の図 差し替え ⑤

47 5行目 資産合計と負債および資本合計 資産合計と負債および純資産合計

47 5行目 （当期未処分利益の一部） （繰越利益剰余金の一部）

47 13行目 負債および資本の 負債および純資産の

49 損益計算書の図 前期繰越利益と当期未処分利益の
項目

削除

49 1行目 当期未処分利益の残高は、貸借対
照表の金額と一致します。また、

削除

50 合計残高試算表画面 差し替え ⑥

54 4行目 資産、負債および資本 資産、負債および純資産

61 下から4行目 法人事業税、法人道府県民税、法
人市町村民税をまとめて、住民税とい
うことがあります。

法人道府県民税、法人市町村民税
をまとめて、法人住民税ということが
あります。

62 4行目 法人税や住民税は、 法人税、法人事業税や住民税は、

62 7行目 中間法人税や中間住民税 中間法人税、中間法人事業税や中
間住民税

62 8行目 法人税や住民税を納付する 法人税、法人事業税や住民税を納
付する

62 9行目 中間法人税・住民税を納付した場合 中間法人税、中間法人事業税や中
間住民税を納付した場合

62 10行目 例：法人税及び住民税の 例：法人税、法人事業税及び住民税
の

62 11行目 年間法人税額・住民税額が確定した
場合

年間法人税額、法人事業税額や住
民税額が確定した場合

62 12行目 法人税及び住民税の 法人税、法人事業税及び住民税の

62 13行目 確定法人税・住民税を納付した場合 確定法人税、法人事業税や住民税
を納付した場合

●減価償却の取り扱いに関する差し替え

公式ガイドブック33ページの下から3行目～35ページを、本冊子の13ページから記載したもの
に差し替えてください。

頁 場所 誤 正

62 14行目 法人税及び住民税の 法人税、法人事業税及び住民税の

62 下から2行目 法人税や住民税の 法人税、法人事業税や住民税の

94 合計残高試算表画面 差し替え ⑦

96 合計残高試算表画面
（下）

差し替え ⑧

97 合計残高試算表画面 差し替え ⑨

97 7行目 資産、負債、資本 資産、負債、純資産

98 合計残高試算表画面
（上）

差し替え ⑩

99 上の画面 差し替え ⑪

99 合計残高試算表画面
（中）

差し替え ⑫

99 合計残高試算表画面
（下）

差し替え ⑬

101 合計残高試算表画面
（上）

差し替え ⑭

101 合計残高試算表画面
（下）

差し替え ⑮

129 振替伝票入力画面（上） 差し替え ⑯

149 合計残高試算表画面 差し替え ⑰

150 合計残高試算表画面 差し替え ⑱

172 資本 資本 純資産

172 前期繰越利益 前期繰越利益 削除
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①

②

③

④
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⑤

純資産 株主資本 資本金 資本金

資本剰余金 資本準備金 資本準備金

その他資本剰余金 その他資本剰余金など

利益剰余金 利益準備金 利益準備金

その他利益剰余金 任意積立金， 繰越利益剰余金など

自己株式 自己株式

評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金

新株予約権 新株予約権

⑥

⑦

⑧
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⑨

⑩

⑪

⑫
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⑬

⑭

⑮

⑯
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⑰

⑱

⑥固定資産の購入と減価償却

　建物，車両運搬具，工具器具備品などの有形固定資産は，使用や時の経過によって価
値が徐々に減少していきます。これらの資産の取得価額は購入した年度の費用とせずに
いったん資産に計上し，使用可能期間に渡って規則的に各年度の費用にすることになっ
ています。これを減価償却といいます。使用可能期間は資産の種類ごとに法令で定めら
れており，一般的にはこの期間で減価償却します。この期間を耐用年数といいます。す
でに経過した年度において実施した減価償却額の合計額を減価償却累計額といいます。
取得価額から減価償却累計額を差し引いた残額が未償却残高です。法人税法の規定では，
減価償却は未償却残高が 1円になるまで償却することができます。

　規則的に費用化する方法を減価償却方法といい，いくつかの方法が認められています。
一般的な方法として，法人税法の規定による定額法と定率法があります。次にそれぞれ
の方法による減価償却額の計算方法と特徴を示します。

耐用年数（n年）

n－1年目 n年目

減価償却額

減価償却額

未償却残高 1円

未
償
却

残
高

減価償却額

取得時 1年目 2年目

減価償却額
2年目の減価償却累計額

取
得
価
額

未
償
却
残
高

未
償
却
残
高
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（注）償却率、改定償却率および保証率の表（抜粋）

　月末に合計残高試算表を作成して会社の資産・負債等の状態や経営状態を把握する場
合には，この減価償却費の月割額を見積もって計上することが一般的です。減価償却費
の月割額は，年額を 12 で除して算出します。

　減価償却費勘定は費用勘定で損益計算書に計上され，減価償却累計額勘定は資産のマ
イナス勘定で貸借対照表に計上されます。

名　称 減価償却額（年額）の計算方法 特　　　　徴

定額法 減価償却額＝取得価額×定額法の償却率（注） 毎年度の償却額が一定です。

定率法

減価償却額＝（取得価額－減価償却累計額）×
　　　　　　　　　　　　 　　定率法の償却率（注）

　この減価償却額は調整前償却額ともいいます。この金額
が償却保証額を下回ることとなった年度以後は，次の方法に
より計算します。
減価償却額＝改定取得価額×改定償却率（注））

※償却保証額＝取得価額×保証率（注））
※ 改定取得価額とは，調整前償却額が償却保証額を初めて
下回ることとなった年度の期首未償却残高を言います。

早期に取得価額の大半の部分
の償却を行うことができます。

耐用
年数

定額法
償却率

定率法

償却率 改定
償却率 保証率

2 0.500 1.000 － －

3 0.334 0.833 1.000 0.02789

4 0.250 0.625 1.000 0.05274

5 0.200 0.500 1.000 0.06249

6 0.167 0.417 0.500 0.05776

耐用
年数

定額法
償却率

定率法

償却率 改定
償却率 保証率

7 0.143 0.357 0.500 0.05496

8 0.125 0.313 0.334 0.05111

9 0.112 0.278 0.334 0.04731

10 0.100 0.250 0.334 0.04448

… … … … …

日付 借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額 摘　　　要

4/30 減価償却費 51,883 減価償却累計額 51,883 減価償却月割額
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＜参考＞　法人税法の規定では，平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した減価償却資産につ
いては，上記の減価償却方法とは異なる方法により減価償却が行われます。一般的な方
法として，旧定額法と旧定率法について説明します。

　上記のいずれの方法をとる場合でも，次の年度にはそれぞれに示す方法により減価償
却額を計算することになります。
ア． 上記の方法により計算した減価償却累計額が取得価額の 95％を超えることとなった
年度

　　　減価償却額＝期首未償却残高－取得価額× 5％
イ．上記アに該当することとなった年度の翌年度以後の年度

　　　減価償却額＝（取得価額× 5％－ 1円）×　
償却を行う年度の月数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60

（注）償却率表（抜粋）

名　称 減価償却額（年額）の計算方法 特　　　　徴

旧定額法
減価償却額＝（取得価額－残存価額）
　　　　　　　　　　　　　×定額法の償却率（注）
※残存価額＝取得価額×10％

毎年度の償却額が一定です。

旧定率法 減価償却額＝（取得価額－減価償却累計額）
　　　　　　　　　　　　　×定率法の償却率（注）

早期に取得価額の大半の部分
の償却を行うことができます。

耐用年数 定額法の償却率 定率法の償却率

2 0．500 0．684

3 0．333 0．536

4 0．250 0．438

5 0．200 0．369

6 0．166 0．319

耐用年数 定額法の償却率 定率法の償却率

7 0．142 0．280

8 0．125 0．250

9 0．111 0．226

10 0．100 0．206

… … …


